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スレート板などの固い材料以外
は、再生砕石製造工程で完全
に粉砕されてしまうため、見つか
らないだけなのかもしれない。

■では、どうすべきか？

いま解体されようとしている30
～50年前の建物は、そのほとん
どが石綿含有建材を使用して
いる。石綿障害予防規則は、
石綿含有建材を特定し、飛散
防止などの対策を義務付けてい
る。それが守られていないこと
が、この問題の原因である。不
適切な処理により石綿の循環を
終わらせることができずに、処理
できるはずの石綿が再び身近に
戻ってきており、それがすでに予
想よりも広がっている現実があ
る。再生砕石中の石綿含有建
材からの石綿の飛散とそのリス
クは不明だが、解体現場などで
の石綿取り扱い作業よりもかなり

低いことが予想される。しかし、
リスクが低いから問題がないわ
けではない。
石綿の発がんリスクは閾値

（これ以下ならば安全という濃
度）がない。わずかでも石綿繊
維を吸えば、それに応じてリスク
が生じる。再生砕石の問題は、
「濃い限定されたリスク」を「低
い広範なリスク」に置き換えて
いるとも見られる。いうまでもな
く「低い広範なリスク」の方が、
「濃い限定されたリスク」よりも
対策が困難で、全国の再生砕
石中の石綿含有建材の除去と
なると合理的な対策はほとんど
ない。やはり、建物にある段階
で、石綿含有建材を特定し分
別して解体廃棄しなければなら
ず、それを保証するシステ
ムが必要なのである。

（東京労働安全衛生センター

外山尚紀）

働く者の誇りが勝利した！
東京地裁●ホンダ羽根石綿労災裁判

2010年12月1日、東京地方裁
判所民事第41部（松本光一郎
裁判長）は、本田技研工業㈱に
対し、元従業員で整備工の羽根
英成さんが中皮腫に罹患したの
は、ホンダの子会社で稼働中に
アスベストを吸引したことが原因
であると認め、約5,400万円の損
害賠償金を支払うよう命じました
（現在、東京高等裁判所で控

訴審係属中）。
原告の羽根英成さんは、1968
年から69年まで、自動車メーカー
ホンダが作った整備工場「ホン
ダSF中部」名古屋北工場で自
動車整備工として働いていまし
た。羽根さんの仕事は、自動車
の点検・整備で、毎日3～4台の
車のタイヤを外し、ブレーキドラム
に溜まった摩擦カスをエアガンで

吹き飛ばして掃除するなどを行っ
ていました。このときに吹き飛ば
していた摩擦カスの中に人体に
有害なアスベスト（白石綿）が含ま
れており、これを吸引してから約
40年が経過した2007年、アスベ
スト吸引を原因とする悪性胸膜
中皮腫という重い病気に罹患し
ていることが分かりました。
判決は、羽根さんがホンダの
子会社で働いていた1968～69
年当時の整備工場が粉じん職
場であり、しかもこの粉じんの中
には人体に有害なアスベストが
相当程度含まれていたこと。大
企業であるホンダは羽根さんが
勤務していた当時であってもアス
ベストが危険であることを十分に
知ることができたこと。それにも
関わらず、ホンダは粉じんを除去
する手だても取らず、現場で働く
整備工に対して保護具としての
マスクすら支給していなかったこ
とをそれぞれ認定し、会社が従
業員に対して尽くすべき安全配
慮義務を怠ったとして、羽根さん
の請求を認め、ホンダに対し、約
5,440万円の損害賠償金の支払
いを命じました。
アスベスト製品自体を製造し
ている企業やアスベスト製品を
直接取り扱う仕事について企業
の責任を認める判決は過去にも
ありましたが、製品そのものでは
なく、材料にアスベストを含む部
品を取り扱う企業に対してアスベ
スト被害の責任を認めた判決は
画期的で、しかも、自動車関連
企業の責任を認めたものはこの
裁判が初めてのことです。
アスベスト労災に基づく損害
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賠償請求訴訟の場合、訴えられ
た企業の主張は大きくふたつあ
ります。ひとつは、会社が使って
いたアスベストと原告の中皮腫と
の間に因果関係がないこと（他
因の可能性）。もうひとつは、当時
の会社にはアスベストが危険で
あるとの予見可能性もこれを避
ける結果回避可能性もなく、そも
そも会社には安全配慮義務違
反がないということ。このふたつ
です。
ホンダもこのふたつの主張をし

ました。しかし、原告の羽根さん
は、ホンダの子会社である整備
工場を1969年に退職後、地元の
岐阜県高山市に戻ってレストラン
を自営し、無農薬野菜を栽培す
る仕事に就いていました。また、
自宅も木造の純日本家屋。アス
ベスト飛散地域での居住歴もあ
りません。
もうひとつの主張に対しても、じ
ん肺法が制定された1960年には
アスベストの危険性に関する知
見が認められるというのが、近時
の裁判例です。
東京地裁民事41部も、羽根さ

んの経歴から他因の可能性を
否定し、安全配慮義務に関する
予見可能性に関しても、じん肺
法制定、つまり1960年には予見
可能性があったと認定して、ホン
ダの責任を認めました。
ところが、ホンダが呈示した争
点はそれだけではありません。ま
ず、ホンダは、自動車部品に使わ
れていたアスベストはクリソタイル
（白石綿）であり、青石綿（クロシ
ドライト）の500分の1の危険性し
かないと主張しました。また、ブ

レーキドラム内に溜まったアスベ
スト屑は、ブレーキ内の熱で変質
しており危険性はない等。きわ
めつけに、中皮腫の原因はアス
ベストではない！という主張まで
繰り出してきました。
しかし、どれもこれも長い間の
アスベスト研究や裁判の中で決
着済みの話やそもそも根拠のな
い話です。まるで時計を引き戻
したかのような主張が大展開さ
れました。第一、クロシドライトと
比べて、仮に危険性が500分の
1だからと言って、それはあくまで
程度の問題。クリソタイルが安
全である根拠にはならないのは
明らかです。もちろん、東京地裁
もホンダのアスベスト無害論を一
蹴しています。
この裁判は、提訴から判決ま
で1年8か月を要しました。しかし、
ホンダがあらゆる論点で争う中
で、1年8か月という比較的短い
期間で第一審判決が出たことも
画期的なことでした。
裁判が迅速に進行した理由

のひとつに、当時、羽根さんと同
じ職場で働いていた元同僚の
協力があります。提訴のニュー
スがインターネットのニュースにな
り、それを見た元同僚たちが当
時の作業実態について証人と
なることを名乗り出てくれました。
それだけではありません。当時、
整備の対象車であったホンダ
N360の現車を探し出し、部品を
持って来てくれる人もいました。
証言に立たなかった元同僚も、
何か羽根さんの協力がしたいと
いって、当時の整備工場の詳細
な立体模型を作ってくれました。

このように多くの元同僚が支援し
てくれた理由は、羽根さんの人
柄にあることはもちろん、皆、自分
がホンダの整備工として働いて
いた誇りと、自分を育ててくれた
ホンダが技術だけではなく、そこ
で働く従業員にとっても一番の
会社であって欲しいという思いを
持っていたからに他なりません。
この働く者たちの思いが裁判所
を動かし、きわめて迅速な訴訟
進行と、勝訴判決につながった
のです。
この事件は、横浜法律事務所
の三木恵美子、芳野直子、そし
て私、飯田学史の三人が羽根さ
んの代理人となり、これにアスベ
ストユニオンの上泉さん、川本さ
んが加わって総勢五人が弁護
団を組んで戦いました。
もちろん，この裁判を戦ったの
は弁護団だけではありません。
原告である羽根さんは当然です
が、熱心に裁判所に足を運んで
毎回傍聴席を埋めて下さったユ
ニオンの方々、羽根さんのニュー
スを聞いて羽根さんに励ましの
手紙を送って下さった方々、ご自
身が担当されたアスベスト裁判
の資料を惜しみなく提供して下
さった方々、宗一郎（ホンダ技研
の創設者）が生きていたらホンダ
を叱りつけるに違いないと、自分
のことのように事件を受け止めて
下さっているホンダの元従業員
の方々、この裁判を原告の側に
立って支援して下さった皆さん
の熱い気持ちに後押しされて事
件を担当することが出来たこと
は、弁護士として何よりも嬉しく、
心強いものでした。
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残念なことに、ホンダは、地裁
判決の当日に控訴しました。次
は舞台を東京高等裁判所に移
して、ホンダとのたたかいがはじ
まります。
羽根さんの願いは、ホンダが、

そこで働いていた全ての従業員
に対して、健康診断を実施する
こと。そして、中皮腫で命を落と
す人を増やさないこと。
この羽根さんの思いが現実に
近づくことが出来るよう、控訴審も
しっかり戦っていきます。

弁護士・飯田学史

（横浜法律事務所）

判決をお聴きして
羽根英成

一審でいただいた判決は完
全勝訴でした、それをいただくま
での日々は期待と不安の入り混
じった複雑な心境でした。わた
くし一人だけでなく、同じような境
遇で苦しんでいる方々が他にも
大勢おみえになり、残念ながらお
亡くなりになった方 も々沢山おみ
えになります。この病気は、自覚
症状の無いまま進行し、発見が
遅れ、有効な治療が出来ないま
まあっという間に無念な最期が
訪れます。その過程をこの目で
見つめてまいりました。
わたくし自身も、片方の肺胸膜
全摘という大手術を受け、残っ
た片方の肺に再発という現実を
抱え、こんにちまで、20か月抗が
ん剤治療をうけています。発病
してからやがて4年になろうとし
ていますが、とても危ない状況の

なか、何回にも及ぶ奇跡の連続
で何とか命を繋いでいただいて
います。2010年7月、残った肺が
気胸になり、緊急搬送された折
には、意識不明、呼吸停止状態
でもう数分遅れていたら死亡か、
脳死状態でしたが、いくつかの
条件が重なり奇跡的に命をいた
だいたばかりです。今までにど
れだけ多くの、お医者さん、看護
師さん、医療スタッフの方々に支
えていただいたことでしょう。関
わってくださった方々のお顔をす
べて忘れることはありません。師、
先輩、友人、まわりの方々、たくさ
んの方々が支えて下さいました。
また、家内をはじめ、息子、娘、
家族達、親戚の方々、力になって
いただきました。心から感謝い
たします。いまやわたくしは、自
分であって、自分一人のものでは
ありません。それほどたくさんの
方々にお世話になって命を繋い
でいただいています。
過去にアスベストに曝露したた

め、発病した重い病気、こんな理
不尽なことでこんな辛い闘病を
強いられ、自分の命を短くし、親
や家族に迷惑をかけなくちゃなら
ないなんて、わたくしの人生は一
体何だったんだろうと、9か月に及
ぶ辛い手術、抗がん剤、放射線
の治療中苦しみ悩みました。ア
スベストと病気の因果関係も詳し
く勉強しました。そして、この問
題は泣き寝入りをしていては駄目
だ、声を上げなくては、と思いまし
た。今でもアスベストという危険な
物質が身近に存在しているという
こと。今後、若い人たちにアスベス
ト曝露をさせないためには。過去

にアスベストに曝露したと思われ
る方の検診の重要さ。病気の早
期発見と適切な治療の重要さ。
この重い病気の因果関係を作り
上げた責任者の責任の明確化。
この重い病気で苦しんだ挙句亡
くなったご本人、ご家族。今まさ
に苦しんでいるご本人、ご家族、
これらの方々に対し、加害者は
誠意ある謝罪と補償をすること。
こんな思いをどうしたら実現で

きるんだろう、そんな時、名古屋
労災職業病研究会の存在を知り
ました。それからアスベストユニ
オン、神奈川シティユニオン、関
西労働者安全センター、アスベス
トユニオン西日本へと広がり、長
い間アスベスト問題に取り組み、
被害者の救済にあたっておられ
る団体の支援を受けられることと
なりました。
当初は、組合を通じてHONDA

と交渉しましたが、「羽根さんと
は雇用関係がないから」と拒否
され、団交には応じないが、本
人もしくは法的代理人とならば話
し合いに応じるというので、アス
ベストユニオンの川本さんに相談
し、横浜法律事務所の三木先
生にお願いし交渉していただくこ
とになりましたが、HONDA代理
人の、誠意を感じられない理不
尽な対応で決裂しました。団交
拒否につきましては、アスベスト
ユニオンが神奈川県労働委員
会に不当労働行為救済の申し
立てをし、2009年8月に団交に応
じるように命令を出しましたが、
HONDAは中央労働委員会に
再審査を申し立てました。
このままでは理不尽なままで終
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わってしまいそうです。関係者
一同の会議の結果、東京地方
裁判所に提訴することに決めま
した。横浜法律事務所の三木
先生、芳野先生、飯田先生は弁
護団を結成して下さいました。ア
スベストユニオンの文執行委員
長、川本書記長、神奈川シティ
ユニオンの上泉執行委員、関西
労働者安全センターの片岡事
務局次長、名古屋労災職業病
研究会の青木事務局員、アスベ
ストユニオン西日本の中村委員
長、傍聴席に駆けつけて下さっ
た支援者の方々、友人達、家族。
陰ながら支えてくれた多くの仲
間、医療関係の方々…どれほど
心強かったことでしょう。
40年も大昔のことなのに利害
関係抜きで証人として法廷に
立ってくれた上司の水野さん、先
輩の原さん、同僚の豊田さん、本
当にありがとう。心配してくれて
いる大勢のOBの方々、本当にあ
りがとう。そんな方々が口々に、
「創業者が生きててくれたら、こ
んな恥ずかしいことにはならんだ
ろうなー」と。HONDA側の証人
となられた上司、先輩、後輩の3
人の方もありがとうございました。
今でも法廷の中で見聞きした
事は鮮やかによみがえります。
おだやかで、鋭いまなざしの裁
判長、熱心な裁判官のお姿。理
不尽なHONDA代理人の尋問
の時などのいいがかり。時とし
て激しく詰め寄る頼もしい我が
弁護団の先生方。そして、不安
と期待の入り混じった思いで聴
いた判決の瞬間。その前に起き
た、いい加減なHONDA代理人

の態度に対する、傍聴席の激し
いやり取り。
勝訴！自分たちが訴えてきた
事を司法に認めてもらえた。本
当にありがたいと感謝し、安堵
し、喜びました。自分一人だけ
の問題だけでなく、同じような境
遇の方々のお力にもなれたと確
信しています。泣き寝入りしない
で勇気を持って声を上げていた
だきたいと思います。提訴の時よ
り、勝訴の時の方が圧倒的に多
かった報道。反響が大きく、電
話が鳴りっぱなし、携帯も鳴りっ
ぱなし、出会う人々から声も掛け
られました。外国メディアの取材
も受けました。
HONDA代理人は即日控訴を

したと飯田先生にお聞きしました
が、想定内のこととはいえ、がっ

かりしたのが本音です。大企業
はそうすることによって何かメリッ
トがあるんでしょうか。確定まで
まだまだ時間がかかりそうです。
いま一度、気を引き締めたいと思
います。あらためまして、皆さま
のお力をお借りしなければなりま
せん。どうかよろしくお願い申し
上げます。
おかげさまでここまで来る事が

できました。心からお礼を申し上
げます、ありがとうございました。
この病気を発病してからわたくし
にしかできない、わたくしの使命
があります。その使命を果たす
ためにも、体調の許す限り働く覚
悟でいます。また、お声を
かけてください。

2011年1月20日

雪たくさんの高山市にて

中古印刷機で石綿に曝露
茨城●いまなお知らされていない危険

茨城県北茨城市のYさん（男
性・61歳）は、1990年7月から市内
の工業団地にある（株）JP社の
（本社・大阪市）倉庫に勤めてい
た。
JP社は、中古印刷機の専門
商社として業績を上げ、北茨城
市内に3千坪の倉庫を保有し、
全国で初めて中古印刷機のオー
クションセンターを開設した。全
国から買い付けた中古の機械を
ここに集め、清掃・修理し、海外
に輸出している。Yさんは、倉庫

の中で、中古の商業用オフセット
輪転機、印刷機の清掃やメンテ
ナンスの手伝いをしていた。
三菱や小森の輪転機、印刷
機には、2000年以降まで石綿製
品が使われていた。折機駆動
装置や主駆動装置組立、ユニッ
ト間駆動装置のブレーキライニ
ング、乾燥機脱臭装置のパッキ
ンや断熱材・保温材などに、白石
綿が使われている。
Yさんは同僚とともに、会社か

ら石綿に関して何も知らされず、
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